
別記様式

物品等の名称及び
数量

契約担当官等の氏
名並びに所属する
部局の名称及び
所在地

契約締結日

契約の相手方の
氏名及び住所

契約金額
（消費税及び地方
消費税含む）
予定価格
（消費税及び地方
消費税含む）

随意契約によるこ
ととした理由

　　　備　　　　　考 会計法第２９条の３第４項　予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに
　　　　備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
　　２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

非公開

本業務は、東京国道事務所管内における注意喚起情報について、広報を実
施するものであり、道路利用者等の利便性に関わる情報を提供することを目
的とする。
　本業務を遂行するためには、高度な企画力を必要とすることから、配置予
定技術者の経験及び能力に加え、「注意喚起等の情報提供を効果的かつ効
率的に行うための手法について提案する。なお、新聞広告を想定としている
が、新聞広告を指定するものではなく、提案により新聞広告以外の広報媒体
等（パネル等の掲示広告を除く）を活用してもよいものとする。ただし、東京都
内における広報の効果を判断出来るよう、推測される閲覧数等の明記をする
ものとする。」について企画提案を求めるため、企画競争により公募を行った
ところ、３者から企画提案書が提出された。
　企画提案書を審査した結果、株式会社読売エージェンシーは、本業務を遂
行するために必要な配置予定技術者の経験・能力を備えており、また、「実
施方針・実施フロー・工程計画・その他」の業務理解度、実施手順について、
理解度や妥当性が高く、「特定テーマ」については、与条件との整合性が高
く、着眼点、問題点、解決方法等が整理されている。
　上記より、株式会社読売エージェンシーは総合的に最も優れた提案を行っ
た者であり、当該業務の実施にあたり適切と認められたため、契約を行うも
のである。

随意契約結果書

Ｒ７東京国道注意喚起情報等広報業務

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局
東京国道事務所長
本田　卓
東京都千代田区九段南１－２－１

令和7年4月10日

株式会社読売エージェンシー
東京都千代田区富士見２－１－１２

¥14,294,500


